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TNFD提言と農林中央金庫の開示事例
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ετϥςδーάルーϓαεςφϒルܦӦ൝部理

自 然 関 連 ࡒ 務 情 報 タ ス ク フ Υ ー ス
（TBTLGPSDF Pn NBUVSF�SFMBUFE FJnBnDJBM 
DJTDMPTVSFTɿ 以 下、TNFDと す る ） は、
2023年９月18日に開示組みの提言正ࣜ版
を公表した。

5$'%ͱ߹త

TNFDは同時に数ʑのガイダンスも公表
しているが、؊は開示提言である。「ガバ
ナンス」「戦略」「リスクとインパクトの
理」「指標と目標」の４本柱で、14項目の
開示が提言されている（ද̍）。
「戦略」では、自然のリスクと機会が企

業の事業やࡒ務計画に༩えるインパクトや
「シナリオ分ੳ」のઆ明、自然の観点から
の༏先地域における活動の開示を求める。

「リスクとインパクトの理」では、リス
クと機会を特定するプロセスや、理方法、
対策のઆ明を求める。「指標と目標」では、
自然への影響や依存、リスクと機会をѲ
するために使用する指標や、設定した目標、
それに対する実績のઆ明を求める。

４本柱は「気候関連ࡒ務情報開示タスク
フΥース（TCFD）」組みや、国際サス
テナビリティ基準審議会（ISSB）が策定
した基準と整合性を取っている。14の開示

提言のうち、11はTCFDと同じになってお
り、TCFDとTNFDとの౷合報告が可能な
ྫ。組みとなっている え、「ガバナンス」
では、自然との関係に関する取క役会やࣥ
行部の役ׂを記述することになっている
が、気候変動における場合と同様であれ、
TCFD開示の記述で「気候変動」となって
いる部分を「気候変動を含む自然」と書き
直すだけで済む可能性がある。

5$'%ͱͷҧ͍

一方で、TCFDと異なる点もある。「ガ
バナンス」で先住民や地域住民など影響を
受ける人ʑとのエンήージメントの方針
を、「戦略」で༏先地域のઆ明を求めてい
ることだ。地域にࠜࠩす自然関連特有の項
目といえる。

もう１つは指標の多さである。気候変動
分野は温室効果ガス排出量という୯一指標
で測れるのに対し、自然分野は多くの指標
が必要だ。「フットプリント」といった୯
一指標の開発も試みられているが、現時点
では関係者間で合意がಘられていない。そ
こで、TNFDは多くの指標を提示しつつ、
一部の指標を検討候補として「仮置き」し、
今後も見直していくという方針を取る。
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現時点で、TNFDは全業種に適用する「グ
ローバル中核指標」を14種ྨ示している。
あらΏる業種の企業に開示を求めるもの
で、開示しない場合は重要でないことをઆ
明する必要がある。「土地／୶水／海༸利
用の変化の総面積」や、「使用・ൢചする
プラスチックの重量」といったものがある。
さらに、「৵略的外དྷ生物への対応」に加え、

「生ଶ系の状ଶ」や「種のઈ滅リスク」を
含む「自然の状ଶ」など２種ྨの指標が今
後の候補として仮置きされた。

෦։͔ࣔΒͷ։͕࢝લఏ

TCFDについては、2017年に提言を公表
してから７年経った現ࡏも、すべての項目
を開示している企業は多くない。TNFDも
最ॳから全項目の開示を期するのは現実
的ではないと考えている。一方で、わずか
な開示で「TNFD開示」を主ுするのもlグ
リーンウΥッシュzと呼れかͶない。

そこで、TNFDは、Կをすれ「TNFD
開示」と称してྑいかについてのガイダン
スを示した。ච者の主観で؆ܿにまとめた
のが以下の５点で、「TNFD開示」を名

ද１　5/'%ఏݴの֓ཁ

ଠࣈが5/'%�がಠࣗにਪしている༰ɺͦのଞの߲5$'%�ఏݴʢؔީؾ࿈ʣͱڞ௨
ग़所ɿ5/'%W���



24

NP5_特集4_ल島氏_5n　　ページ25NP5_特集4_ल島氏_5n　　ページ24

LJGF BnE EnWJSPnNFnU 7PM.69, NP.4,  2024

るためにはすべてをຬたす必要がある。
（１ ） 一部の事業や一部の項目でTNFD開

示を始めている、
（２ ） 今後の開示範囲の拡大に向けた計画

を策定している、
（  ̏） 実際の開示範囲の拡大と計画とのဃ

状況を確認し、必要に応じて計画
を修正する体制を構築している、

（４ ） TNFD開示と上記の項目について取
క役会のঝ認をಘている、

（５ ） TNFD開示へのコミットをTNFDの
ウェブサイトにొしている。

要するに、開示を始める際には一部でྑ
いが、その範囲を拡大するためのPDCAサ
イクルが確立されており、組৫としてのコ
ミットメントができていることが求められ
ている、と言えよう。

ٛԽͷల

2022年12月に合意されたࠛ明ŋモントリ
オール生物多様性組では、2030年までに
実施を目指す項目の１つに、大企業・多国
੶企業・金融機関による生物多様性分野で
の開示がܝげられている。ISSBは、次期
プロジェクトとして生物多様性・生ଶ系と
人的資本を取り上げることを2024年４月23
日に決定。今後、自然分野の開示基準の策
定にܨがり、最速の場合、2029年頃にはこ
の分野での国内基準が策定される可能性も
ある。各国の開示規制のうち、EU規制の「Ԥ
भサステナビリティ報告基準（ESRS）」は、
Ԥभ連合に子会社を持つ域外企業にも適用
される。この基準は気候変動だけでなく自
然分野も含む෯広い開示を求め、域内の大
企業に2024年から適用される。Ԥभ連合域
内に子会社がある日本企業の本社にも2028
年までには適用される予定だ。このように、
2028～2030年頃にԿらかの形で自然分野の
開示が求められてくる可能性がある。

TNFD提言はあくまで提言であり、これ

に基づく開示を行うかどうかはあくまでも
各企業の自主的な判அである。自主開示の
間にෳࡶな自然分野の分ੳの経ݧを積んで
おけるとの利点もあΖう。自主的な開示経
がある企業であれ、基準作りの過程のݧ
コメントにもઆಘ力が増し、影響を༩えら
れる可能性が高まるとも考えられる。自主
的に率先して対応を始めるのか、義務化さ
れてから追い込まれる形で対応するのか。
બ択できる時間はそれほど長くはない。

ຊ͕ੈքҰࣾ༺࠾%'/5

2024年１月16日に公表されたTNFD採用
をૣ期に表明した会社（FBSMZ BEPQUFST）
は全世界で約320社、国別では日本が80社
で第１位だった。今後、ESRSとTNFDの
整合性が確認されれ、ԤभのTNFD採用
社数はٸ増することが予される。TNFD
は、2024年10月にコロンビアで開催予定の
生物多様性COP16において、その時点で
TNFD採用を表明している会社を公表する
予定である。

ྛதԝۚݿͷ։ࣔ

2024年̏月29日に、林中央金ݿ（以下、
当金ݿとする）はCMJNBUF � NBUVSFレポー
ト2024を公表した（ਤ̍）。TCFD提言と
TNFD提言を踏まえて気候と自然を一体的
にଊえた౷合型のレポートである。

当金ݿは、林水産業を基盤とする協同
組৫金融機関であり、̟Ａ（協）貯金や
貯金を原資に会員、林水産（協ړ）̛̟
業者、林水産業に関連する企業等へのି
出を行うとともに、国内外で多様な投融資
を行っている。バリューチェーンの上流（調
達側ɿ系౷組৫からの資本等の調達基盤）、
下流（資産側ɿ投融資先）の྆側において
自然とີな関係性があり、自然関連のリ
スク理と機会をัଊするための取組み
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は、当金ݿの事業運Ӧや組৫基盤の持続可
能 性 に 直 結 す る 重 要 な 課 題 で あ る。
CMJNBUF � NBUVSFレポートは、このような
組৫と自然との関わりについての認識を基
に、TNFD提言に基づき、上述どおり「部
分開示からの開始」を実ફしたものである。

TNFD提言では、開示を行うにあたり、
ଞの開示基準との整合性、開示情報の一؏
性を確保することを目的として開示主体が
定義すべき６項目の一ൠ要݅を定めてい
る。これらの一ൠ要݅の下で、上述の４本
柱にかかる開示が求められている。この
TNFD提言の構成に沿って、当金ݿの取組
みについて֓要を͝հしたい。

  5/'%ఏݴͷҰൠཁ݅にର͢Δ
ۚݿͷΞϓϩʔν

「マテリアリティの適用」

TNFD提言は、開示が開示主体に対する
務インパクトの観点によるものか（シンࡒ
グルマテリアリティ）、あるいは事業活動
が環境・社会に༩えるインパクトも考ྀし
たものか（ダブルマテリアリティ）、いず
れのマテリアリティ・アプローチをબ択し
てリスクや機会について開示しているのか
を明示すべきとしている。当金ݿは、投融
資先の企業がその事業活動を通じて、自然

（気候を含む）に依存し、インパクトを༩
えている関係性に基づき、投融資ポート
フΥリオにࡒ務的なリスクと機会として
及する影響（ࡒ務インパクト）に加え、環
境・社会的にネガティブな影響が当金ݿの
基盤である林水産業・地域の持続可能性
をᆝ損する可能性を考ྀし、環境・社会的
なインパクトも考ྀした分ੳ・開示、すな
わちダブルマテリアリティの考え方を採用
している。

「開示のスコープ」

当金ݿでは、自社のG)G排出量等、事
業における直的な関わりに加えて、金融
機関としてのバリューチェーンの下流であ
る投融資先の自然関連の依存とインパクト
のѲに努め、さらにকདྷ的なリスクと機
会について分ੳを行った。

また、投融資先企業の状況をより深く理
解し、対話にܨげるべく、投融資先の直
的な事業だけではなく、投融資先のバリュー
チェーン（原材料の調達、事業による間
的影響など）を含めた分ੳも試みている。

「他のサステナビリティ関連の
情報開示との統合」

当金ݿでは、気候と自然の一体的な理解
（CMJNBUF � NBUVSF NFYVT）のもと、TCFD
提言とTNFD提言の方に対応した౷合的な
開示を試みた。

気候と自然という不可分な྆課題はそれ
らの同時解決に向けた取組みが必要であ
り、気候変動の؇和・適応策と自然関連の
課題解決のコベネフィット、シナジー、ト
レードオフへの理解を深めることが重要で
あると考えている。

「先住民族・地域社会等との
エンゲージメント」

TNFD提言では、地域社会や先住民の
権利へのྀの重要性が強調されており、

ਤ ø　$MJNBUF���/BUVSFϨϙーτදࢴͱ23ίーυ
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ガバナンスの開示提言Cでも具体的な取組
みの開示が求められている。レポートでは、
国連「ビジネスと人権に関する指導原ଇ」
などの国際的な基準のଚ重とともに、「人
権方針」の制定、人権デューデリジェンス
の実施、投融資における地域社会や先住民
へのྀの組みについて記ࡌしつつ、先
住民・地域社会等とのエンήージメント
については、今後取組みを発展させる必要
があるྖ域としている。

以上に加え、ৄࡉはׂ愛するが「立地・
場ॴ（ロケーション）の考ྀ」「考ྀした対
象期間」に対するアプローチを今回の開示
全ൠにかかる基本的な考え方として、TNFD
提言が求める４本柱に対する開示を行って
いる。本ߘでは、特に「戦略」において開
示した、自然の観点からの投融資ポートフΥ
リオの分ੳについて͝հする。「ガバナン
ス」「リスクとインパクトの理」「指標と目標」

含 む ৄ ࡉ に つ い て は、 ੋ ඇCMJNBUF � 
NBUVSFレポートを͝ཡいただきたい。

  ࣗ વؔ࿈ͷϦεΫͱػձɺ
ͼґଘͱΠϯύΫτͷੳٴ

CMJNBUF � NBUVSFレポートでは、当金ݿ
のバリューチェーンの下流にあたる投融資
活動を対象として、当金ݿのビジネスモデ
ル、投融資先のバリューチェーン、ロケー
ションを踏まえた分ੳを通じて、ポート
フΥリオの自然関連課題（依存とインパク
ト、リスクと機会）を特定し、金融、ඇ金
融の྆面での戦略を構築、実行することを
目的として分ੳを行った。

金融機関として、気候関連リスクと同様、
投融資ポートフΥリオがどのような自然関
連のリスクにࡽされているかは大きな関৺
事であり、NGFS（気候変動リスク等に係

ग़所ɿ/('4ʮ/BUVSF�SFMBUFE�'JOBODJBM�3JTLT��B�$PODFQUVBM�'SBNFXPSL� UP�HVJEF�"DUJPO�CZ�
$FOUSBM�#BOLT�BOE�4VQFSWJTPSTʯをجにɺۚ࡞ݿ

ਤ ２　ࣗવのྼ化がࡒతͳΠンύΫτͱして͢ٴるܦ࿏
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る金融当ہネットワーク）の報告書を参考
に自然のྼ化がࡒ務的なインパクトとして
及する経路を整理した（ਤ ù）。

リスクの及経路の理解を基に、当金ݿ
が投融資を行う企業の直ૢ業に伴う自然
への依存とインパクトの分ੳを行った。ਤ
úはENCORE（EYQMPSJnH NBUVSBM CBQJUBM 
OQQPSUVnJUJFT, RJTLT BnE EYQPTVSF）、 及
び SDJFnDF BBTFE TBSHFUT NFUXPSL の
MBUFSJBMJUZ SDSFFnJnH TPPM の ྆ 分 ੳ モ
ジュールを活用して、投融資を行う各セク
ターの直ૢ業に特づけられる依存の状
況を分ੳしたものである（インパクトの分
ੳも同様の手法にて実施）。分ੳ結果から
は水資源への依存が相対的に大きくなって
いることがわかる。よりৄࡉな当金ݿへの
、務的なインパクトを評価するうえではࡒ
ྫえ取水地にかかる流域レベルでの水資
源評価などロケーションに応じたリスクと
機会の評価が不可ܽであり、同様に水資源
への依存が大きい企業との対話を通じて理
解を深めて行く必要がある。

本分ੳ結果が示す自然への依存が高いセ

クターは、自然がྼ化した場合は事業活動
への影響を通じてࡒ務リスクにܨがる可能
性がある一方、自然からԸܙを受け自然と
共存したビジネスモデルを構築していると
ଊえることもできる。自然への依存はその
企業にとりऩӹの源ઘであり、ブランド価
値をもたらすものであるとも言える。ネイ
チャーポジティブの実現に向けた取組み
は、自然への依存を減らす取組みを促すの
みではなく、依存によって企業価値が損な
われることを回ආし、適切な対応により企
業価値の向上にܨげるといった観点を持っ
て取り組んでいくことも必要である。

直ૢ業における自然への依存とインパ
クトの理解を基ૅとし、バリューチェーン
の考ྀやライフサイクルアセスメントの手
法を用いた気候と自然のネクサスを意識し
た分ੳも行っている。

TNFD提言は各企業のバリューチェーン
に対象を拡げた分ੳを求めているが、当金
としても今後の投融資先との対話に向けݿ
た理解を深めるべく、भ大学発のスター
トアップ企業「ࣜג会社BJESG」（അಸ木

ਤ ３　༥ࢿを֤͏ߦセΫターのૢۀにるґଘの状گ
ʢʣࠨ� ࣠のόーのେき֘͞セΫターの༥ֹࢿͱൺྫɺӈ࣠のόーのେき͞

ͦれͧれのґଘに֘ΤΫεϙーδϟーͱൺྫ
ग़所��ۚ࡞ݿ
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ढ़հ代表取క役、関大٢CEO）と連ܞし、
個ʑのセクターを基点としてバリュー
チェーンの上流にࢸるまでのྦྷ積的な環境
インパクトを分ੳする共同ڀݚを実施し
た。その結果、日本の包装৯品・৯加工
企業への投融資は、アメリカの業セク
ターによる土地利用や水消費へのインパク
トがあることを確認している。

また、バリューチェーンを考ྀした分ੳ
を実施するうえで、投融資先の開示データ
が限定的、分ੳ方法が未整備といった制約
がある。そこで当金ݿでは分ੳ上の限界を
補う目的で、ૣ Ҵ田大学伊௶ಙڀݚ室（及
び東京都市大学）との共同ڀݚを通じて、
当金ݿの投融資先の温室効果ガス排出量で
あるファイナンスド・エミッション情報を
基点に、気候変動が生物多様性に༩える影
響の分ੳ手法の開発を行った。これは、
LIME1） の エ ン ド ポ イ ン ト 指 標 で あ る
EINES2）指標（生物のઈ滅リスク指標）を
フットプリント指標とし、当金ݿの投融資
による生物多様性へのインパクトを可視化
するものである。

ྛதԝۚݿͷऔྫࣄ

投融資を通じた自然関連のリスクと機会
へのアプローチに加え、第一次産業に立٭
した金融機関として林水産業協ಇ組৫と
連ܞした取組みの一ྫも͝հしたい。

CMJNBUF � NBUVSFレポートの「指標と目
標」では、当金ݿの取組みについて、ࠛ 明・
モントリオール生物多様性組（GBF）へ
の貢献状況を開示している。ྫえ、GBF
ターήットの̏は、2030年までに域・海
域等の少なくとも30％を保全・理するこ
とを目指す「30CZ30目標」として注目さ
れている。目標の達成に向けては、OECM

（OUIFS EGGFDUJWF BSFB�CBTFE CPnTFSWBUJPn 
MFBTVSFT）と呼れる保護地域以外に効
果的に保全されている地域の拡大が重要で

あり、国内では環境省により、民間の取組
等によって生物多様性の保全が図られてい
る区域である「自然共生サイト」の運用が
開始されている。

当金ݿは、会員と一体となったネイ
チャーポジティブへの貢献として、2023年
度にࣛࣇ島県指॓市の山川ொړ業協同組合
が理する海域の自然共生サイトへのొ
申請をサポートした。対象海域は、定置
、と場造成活動を長年྆立させながらړ
分布ೆ限となるアマモやウミガメの産ཛ場
を含むサイトであり、ړ協による申請とし
てはॳめて自然共生サイトとして認定され
ている。

て͚にޙࠓ

本ࢽ面ではCMJNBUF � NBUVSFレポートに
おいて開示した内容の͝く一部を͝հし
たが、できるとこΖから始めてみること、
その過程で組৫としての理解を深めて行く
ことが重要であることを再度強調したい。
そして、自然関連の分ੳ、開示、ネイチャー
ポジティブに向けた打ち手にかかる議論の
進展には多様なステークホルダー間の連ܞ
が不可ܽである。

当金ݿも、今後さらなる分ੳの高度化や
投融資先との対話を通じたポートフΥリオ
の解૾度の向上、目標設定や気候と自然に
かかる౷合的なҠ行計画の策定などに取り
組むと同時に、ネイチャーポジティブ経済
の実現に向けて金融機関としての役ׂ発ش
にྟんでいきたい。


１）LJGF�DZDMF INQBDU ATTFTTNFnU MFUIPE CBTFE 

Pn EnEQPJnU MPEFMMJnH、被害算定型影響評価
手法

２）EYQFDUFE InDSFBTF Jn NVNCFS PG EYUJnDU
SQFDJFT、種のઈ滅༨命のٯ数と定義される
ઈ滅リスク指標




